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留意事項

・本調査における特殊教育諸学校教諭免許状とは、盲学校教諭、聾学校教諭又は養護

学校教諭免許状及び特殊の教科の教諭の免許状を指す。

・特殊の教科の教諭の免許状とは、盲学校又は聾学校の特殊教科の教諭の免許状 及
（注３）

び盲学校、聾学校又は養護学校の自立活動の教諭の免許状 を指す。
（注４）

・本調査の対象教員は、平成１７年度学校基本調査による、盲学校、聾学校及び養護

学校における本務教員のうちの教諭（校長、教頭、助教諭、講師、養護教諭及び養

護助教諭を除く）とする。

・各表の割合は小数第２位を四捨五入している。

・表中の項目の対象は次のように定義する。

在籍校種

在籍校種の盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭免許状の保有者。

他校種

、 。他校種の盲学校教諭 聾学校教諭又は養護学校教諭免許状のいずれかの保有者

特殊の教科（在籍校種）

。 、 、在籍校種に対応する特殊の教科の教諭の免許状の保有者 ただし 盲学校教諭

聾学校教諭又は養護学校教諭免許状を併せて保有している者は除く。

特殊の教科（他校種）

他校種にしか対応しない特殊の教科の教諭の免許状のいずれかを保有している

者。ただし、盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭免許状を併せて保有して

いる者は除く。

その他

特殊教育諸学校教諭免許状のいずれも保有していない者。

（注３）… 盲学校又は聾学校における特殊教科の教諭の免許状とは、盲学校高等部における理療、

理学療法及び音楽、聾学校高等部おける理容及び特殊技芸の免許状のいずれかを指す。

（教職員免許法施行規則第六十三条参照）

（注４）… 盲学校、聾学校又は養護学校の自立活動の教諭の免許状とは、盲学校においての視覚障

害教育、聾学校においての聴覚障害教育または養護学校においての肢体不自由教育及び言

語障害教育の免許状のいずれかを指す （教職員免許法施行規則第六十三条の二参照）。



Ⅰ．
１．

人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合

744 26.0% 653 22.8% 611 21.3% 40 1.4% 814 28.4% 2,862
1,613 38.7% 1,092 26.2% 27 0.6% 10 0.2% 1,423 34.2% 4,165

29,007 62.1% 508 1.1% 110 0.2% 16 0.0% 17,089 36.6% 46,730
知 的 障 害 19,599 62.3% 310 1.0% 22 0.1% 8 0.0% 11,540 36.7% 31,479
肢 体 不 自 由 7,697 61.6% 138 1.1% 86 0.7% 8 0.1% 4,570 36.6% 12,499
病 弱 1,711 62.2% 60 2.2% 2 0.1% 0 0.0% 979 35.6% 2,752

31,364 58.3% 2,253 4.2% 748 1.4% 66 0.1% 19,326 36.0% 53,757

人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合

685 24.9% 648 23.6% 590 21.5% 40 1.5% 787 28.6% 2,750
1,530 37.7% 1,087 26.8% 26 0.6% 10 0.2% 1,406 34.6% 4,059

27,980 61.6% 498 1.1% 107 0.2% 16 0.0% 16,791 37.0% 45,392
知 的 障 害 18,622 61.6% 302 1.0% 21 0.1% 8 0.0% 11,266 37.3% 30,219
肢 体 不 自 由 7,647 61.6% 136 1.1% 84 0.7% 8 0.1% 4,546 36.6% 12,421
病 弱 1,711 62.2% 60 2.2% 2 0.1% 0 0.0% 979 35.6% 2,752

30,195 57.8% 2,233 4.3% 723 1.4% 66 0.1% 18,984 36.4% 52,201

人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合

44 53.7% 2 2.4% 15 18.3% 0 0.0% 21 25.6% 82
69 80.2% 3 3.5% 1 1.2% 0 0.0% 13 15.1% 86

912 76.9% 10 0.8% 3 0.3% 0 0.0% 261 22.0% 1,186
知 的 障 害 872 77.9% 8 0.7% 1 0.1% 0 0.0% 239 21.3% 1,120
肢 体 不 自 由 40 60.6% 2 3.0% 2 3.0% 0 0.0% 22 33.3% 66
病 弱 － － － － － － － － － － －

1,025 75.7% 15 1.1% 19 1.4% 0 0.0% 295 21.8% 1,354

人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合

15 50.0% 3 10.0% 6 20.0% 0 0.0% 6 20.0% 30
14 70.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 20.0% 20

115 75.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 37 24.3% 152
知 的 障 害 105 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 35 25.0% 140
肢 体 不 自 由 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7% 12
病 弱 － － － － － － － － － － －

144 71.3% 5 2.5% 6 3.0% 0 0.0% 47 23.3% 202

人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合
人数
（人）

割合

39 21.4% 39 21.4% 47 25.8% 0 0.0% 57 31.3% 182
65 34.8% 28 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 94 50.3% 187

1,869 51.8% 33 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 1,708 47.3% 3,610
知 的 障 害 1,292 52.1% 20 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 1,167 47.1% 2,479
肢 体 不 自 由 479 50.8% 11 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 453 48.0% 943
病 弱 98 52.1% 2 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 88 46.8% 188

1,973 49.6% 100 2.5% 47 1.2% 0 0.0% 1,859 46.7% 3,979

公立学校(政令指定都市のみ） 平成１７年５月１日現在

盲 学 校
聾 学 校

合 計

養 護 学 校 （ 計 ）

盲 学 校

合 計

聾 学 校
養 護 学 校 （ 計 ）

国立学校 平成１７年５月１日現在

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

その他 合　計
（人）

盲 学 校

合 計

公立学校（政令指定都市を含む） 平成１７年５月１日現在

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

その他 合　計
（人）

私立学校 平成１７年５月１日現在

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

特殊の教科
（他校種）

その他 合　計
（人）

他校種

聾 学 校
養 護 学 校 （ 計 ）

合 計

聾 学 校

養 護 学 校 （ 計 ）

盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状の保有状況について
盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状の保有状況

全体（国・公・私立学校） 平成１７年５月１日現在

特殊の教科
（他校種）

その他 合　計
（人）

盲 学 校

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種

特殊の教科
（他校種）

その他

聾 学 校

合　計
（人）

盲 学 校

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種

合 計

養 護 学 校 （ 計 ）



２．公立盲・聾・養護学校における特殊教育諸学校教諭免許状の都道府県別保有状況

人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 1,553 57.1% 126 4.6% 30 1.1% 2 0.1% 1,007 37.0% 2,718

2 青 森 468 64.7% 37 5.1% 6 0.8% 0 0.0% 212 29.3% 723

3 岩 手 509 76.5% 42 6.3% 8 1.2% 0 0.0% 106 15.9% 665

4 宮 城 558 52.8% 49 4.6% 12 1.1% 0 0.0% 437 41.4% 1,056

5 秋 田 481 83.9% 28 4.9% 6 1.0% 0 0.0% 58 10.1% 573

6 山 形 266 60.6% 52 11.8% 6 1.4% 0 0.0% 115 26.2% 439

7 福 島 839 83.2% 36 3.6% 9 0.9% 0 0.0% 125 12.4% 1,009

8 茨 城 819 59.8% 60 4.4% 11 0.8% 0 0.0% 480 35.0% 1,370

9 栃 木 534 64.6% 56 6.8% 7 0.8% 0 0.0% 229 27.7% 826

10 群 馬 465 45.9% 44 4.3% 9 0.9% 0 0.0% 495 48.9% 1,013

11 埼 玉 1,454 60.0% 58 2.4% 28 1.2% 0 0.0% 884 36.5% 2,424

12 千 葉 1,665 76.8% 90 4.2% 19 0.9% 0 0.0% 393 18.1% 2,167

13 東 京 2,335 53.3% 108 2.5% 88 2.0% 17 0.4% 1,832 41.8% 4,380

14 神 奈 川 1,621 49.1% 107 3.2% 52 1.6% 3 0.1% 1,520 46.0% 3,303

15 新 潟 532 54.2% 45 4.6% 10 1.0% 0 0.0% 395 40.2% 982

16 富 山 453 66.4% 42 6.2% 7 1.0% 1 0.1% 179 26.2% 682

17 石 川 318 63.6% 36 7.2% 11 2.2% 0 0.0% 135 27.0% 500

18 福 井 328 54.6% 23 3.8% 8 1.3% 0 0.0% 242 40.3% 601

19 山 梨 337 66.5% 33 6.5% 9 1.8% 0 0.0% 128 25.2% 507

20 長 野 384 38.9% 30 3.0% 19 1.9% 0 0.0% 553 56.1% 986

21 岐 阜 415 59.7% 45 6.5% 13 1.9% 0 0.0% 222 31.9% 695

22 静 岡 939 67.0% 60 4.3% 15 1.1% 0 0.0% 387 27.6% 1,401

23 愛 知 1,413 59.2% 127 5.3% 23 1.0% 18 0.8% 805 33.7% 2,386

24 三 重 313 47.8% 33 5.0% 11 1.7% 0 0.0% 298 45.5% 655

25 滋 賀 589 78.0% 40 5.3% 11 1.5% 0 0.0% 115 15.2% 755

26 京 都 479 38.7% 13 1.1% 15 1.2% 1 0.1% 729 58.9% 1,237

27 大 阪 1,198 41.5% 85 2.9% 42 1.5% 22 0.8% 1,539 53.3% 2,886

28 兵 庫 1,087 56.5% 41 2.1% 26 1.4% 0 0.0% 769 40.0% 1,923

29 奈 良 419 76.6% 54 9.9% 10 1.8% 0 0.0% 64 11.7% 547

30 和 歌 山 446 68.1% 39 6.0% 16 2.4% 1 0.2% 153 23.4% 655

31 鳥 取 292 70.5% 18 4.3% 5 1.2% 0 0.0% 99 23.9% 414

32 島 根 402 76.9% 54 10.3% 10 1.9% 0 0.0% 57 10.9% 523

33 岡 山 375 52.1% 27 3.8% 15 2.1% 0 0.0% 303 42.1% 720

34 広 島 512 51.3% 42 4.2% 11 1.1% 0 0.0% 434 43.4% 999

35 山 口 480 54.7% 37 4.2% 10 1.1% 0 0.0% 351 40.0% 878

36 徳 島 331 70.3% 30 6.4% 9 1.9% 0 0.0% 101 21.4% 471

37 香 川 399 77.5% 23 4.5% 8 1.6% 0 0.0% 85 16.5% 515

38 愛 媛 272 51.8% 46 8.8% 12 2.3% 0 0.0% 195 37.1% 525

39 高 知 204 46.5% 29 6.6% 12 2.7% 0 0.0% 194 44.2% 439

40 福 岡 925 54.2% 57 3.3% 20 1.2% 0 0.0% 705 41.3% 1,707

41 佐 賀 245 50.7% 19 3.9% 9 1.9% 1 0.2% 209 43.3% 483

42 長 崎 466 63.6% 65 8.9% 10 1.4% 0 0.0% 192 26.2% 733

43 熊 本 318 58.0% 26 4.7% 12 2.2% 0 0.0% 192 35.0% 548

44 大 分 369 58.2% 20 3.2% 11 1.7% 0 0.0% 234 36.9% 634

45 宮 崎 309 54.1% 20 3.5% 9 1.6% 0 0.0% 233 40.8% 571

46 鹿 児 島 561 62.6% 52 5.8% 15 1.7% 0 0.0% 268 29.9% 896

47 沖 縄 518 47.9% 29 2.7% 8 0.7% 0 0.0% 526 48.7% 1,081

30,195 57.8% 2,233 4.3% 723 1.4% 66 0.1% 18,984 36.4% 52,201

平成１7年５月１日現在

　　　　　　　　　　区分

　都道府県

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

その他

盲・聾・養護学校（全体）

合計
（人）

合 計



人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 48 33.6% 36 25.2% 24 16.8% 0 0.0% 35 24.5% 143

2 青 森 17 37.0% 13 28.3% 6 13.0% 0 0.0% 10 21.7% 46

3 岩 手 12 31.6% 13 34.2% 8 21.1% 0 0.0% 5 13.2% 38

4 宮 城 27 45.0% 8 13.3% 12 20.0% 0 0.0% 13 21.7% 60

5 秋 田 7 30.4% 10 43.5% 6 26.1% 0 0.0% 0 0.0% 23

6 山 形 18 41.9% 9 20.9% 6 14.0% 0 0.0% 10 23.3% 43

7 福 島 15 34.9% 9 20.9% 8 18.6% 0 0.0% 11 25.6% 43

8 茨 城 12 20.7% 19 32.8% 9 15.5% 0 0.0% 18 31.0% 58

9 栃 木 6 11.8% 25 49.0% 7 13.7% 0 0.0% 13 25.5% 51

10 群 馬 6 12.8% 17 36.2% 7 14.9% 0 0.0% 17 36.2% 47

11 埼 玉 24 35.3% 11 16.2% 15 22.1% 0 0.0% 18 26.5% 68

12 千 葉 30 38.5% 22 28.2% 16 20.5% 0 0.0% 10 12.8% 78

13 東 京 67 37.9% 29 16.4% 37 20.9% 0 0.0% 44 24.9% 177

14 神 奈 川 34 26.0% 26 19.8% 41 31.3% 3 2.3% 27 20.6% 131

15 新 潟 8 13.3% 16 26.7% 10 16.7% 0 0.0% 26 43.3% 60

16 富 山 3 7.5% 10 25.0% 7 17.5% 0 0.0% 20 50.0% 40

17 石 川 5 19.2% 9 34.6% 11 42.3% 0 0.0% 1 3.8% 26

18 福 井 15 36.6% 6 14.6% 8 19.5% 0 0.0% 12 29.3% 41

19 山 梨 5 13.5% 13 35.1% 9 24.3% 0 0.0% 10 27.0% 37

20 長 野 7 13.2% 8 15.1% 17 32.1% 0 0.0% 21 39.6% 53

21 岐 阜 3 7.0% 13 30.2% 12 27.9% 0 0.0% 15 34.9% 43

22 静 岡 30 41.7% 18 25.0% 15 20.8% 0 0.0% 9 12.5% 72

23 愛 知 29 24.4% 20 16.8% 22 18.5% 17 14.3% 31 26.1% 119

24 三 重 6 19.4% 6 19.4% 9 29.0% 0 0.0% 10 32.3% 31

25 滋 賀 8 21.1% 11 28.9% 11 28.9% 0 0.0% 8 21.1% 38

26 京 都 5 10.0% 3 6.0% 12 24.0% 0 0.0% 30 60.0% 50

27 大 阪 22 14.0% 24 15.3% 24 15.3% 20 12.7% 67 42.7% 157

28 兵 庫 19 19.8% 15 15.6% 24 25.0% 0 0.0% 38 39.6% 96

29 奈 良 6 17.1% 15 42.9% 10 28.6% 0 0.0% 4 11.4% 35

30 和 歌 山 9 16.4% 16 29.1% 10 18.2% 0 0.0% 20 36.4% 55

31 鳥 取 19 63.3% 2 6.7% 5 16.7% 0 0.0% 4 13.3% 30

32 島 根 8 21.6% 13 35.1% 10 27.0% 0 0.0% 6 16.2% 37

33 岡 山 15 28.8% 10 19.2% 14 26.9% 0 0.0% 13 25.0% 52

34 広 島 29 43.3% 11 16.4% 11 16.4% 0 0.0% 16 23.9% 67

35 山 口 4 10.5% 8 21.1% 10 26.3% 0 0.0% 16 42.1% 38

36 徳 島 14 29.2% 13 27.1% 8 16.7% 0 0.0% 13 27.1% 48

37 香 川 7 23.3% 8 26.7% 8 26.7% 0 0.0% 7 23.3% 30

38 愛 媛 10 20.0% 9 18.0% 11 22.0% 0 0.0% 20 40.0% 50

39 高 知 3 7.5% 14 35.0% 9 22.5% 0 0.0% 14 35.0% 40

40 福 岡 24 23.8% 20 19.8% 20 19.8% 0 0.0% 37 36.6% 101

41 佐 賀 8 17.8% 11 24.4% 9 20.0% 0 0.0% 17 37.8% 45

42 長 崎 8 16.3% 26 53.1% 10 20.4% 0 0.0% 5 10.2% 49

43 熊 本 8 18.6% 9 20.9% 12 27.9% 0 0.0% 14 32.6% 43

44 大 分 6 15.4% 4 10.3% 11 28.2% 0 0.0% 18 46.2% 39

45 宮 崎 8 25.0% 7 21.9% 9 28.1% 0 0.0% 8 25.0% 32

46 鹿 児 島 8 17.4% 17 37.0% 12 26.1% 0 0.0% 9 19.6% 46

47 沖 縄 3 6.8% 16 36.4% 8 18.2% 0 0.0% 17 38.6% 44

685 24.9% 648 23.6% 590 21.5% 40 1.5% 787 28.6% 2750

盲学校

合 計

　　　　　　　　　　区分

　都道府県

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種

平成１7年５月１日現在

特殊の教科
（他校種）

その他
合計
（人）



人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 80 36.0% 57 25.7% 2 0.9% 1 0.5% 82 36.9% 222

2 青 森 32 48.5% 14 21.2% 0 0.0% 0 0.0% 20 30.3% 66

3 岩 手 20 38.5% 18 34.6% 0 0.0% 0 0.0% 14 26.9% 52

4 宮 城 32 32.0% 23 23.0% 0 0.0% 0 0.0% 45 45.0% 100

5 秋 田 22 56.4% 12 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 5 12.8% 39

6 山 形 30 46.2% 26 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 13.8% 65

7 福 島 42 62.7% 21 31.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.0% 67

8 茨 城 31 32.0% 36 37.1% 2 2.1% 0 0.0% 28 28.9% 97

9 栃 木 20 29.9% 20 29.9% 0 0.0% 0 0.0% 27 40.3% 67

10 群 馬 16 26.7% 22 36.7% 2 3.3% 0 0.0% 20 33.3% 60

11 埼 玉 77 45.8% 39 23.2% 0 0.0% 0 0.0% 52 31.0% 168

12 千 葉 59 53.2% 38 34.2% 3 2.7% 0 0.0% 11 9.9% 111

13 東 京 150 46.7% 40 12.5% 3 0.9% 8 2.5% 120 37.4% 321

14 神 奈 川 90 42.9% 42 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 78 37.1% 210

15 新 潟 19 21.1% 20 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 51 56.7% 90

16 富 山 19 31.7% 25 41.7% 0 0.0% 0 0.0% 16 26.7% 60

17 石 川 16 42.1% 12 31.6% 0 0.0% 0 0.0% 10 26.3% 38

18 福 井 5 13.2% 15 39.5% 0 0.0% 0 0.0% 18 47.4% 38

19 山 梨 19 50.0% 12 31.6% 0 0.0% 0 0.0% 7 18.4% 38

20 長 野 15 19.2% 21 26.9% 0 0.0% 0 0.0% 42 53.8% 78

21 岐 阜 14 25.5% 23 41.8% 1 1.8% 0 0.0% 17 30.9% 55

22 静 岡 66 62.3% 20 18.9% 0 0.0% 0 0.0% 20 18.9% 106

23 愛 知 88 37.6% 70 29.9% 0 0.0% 0 0.0% 76 32.5% 234

24 三 重 8 13.3% 24 40.0% 2 3.3% 0 0.0% 26 43.3% 60

25 滋 賀 13 24.1% 27 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 14 25.9% 54

26 京 都 12 16.2% 8 10.8% 0 0.0% 1 1.4% 53 71.6% 74

27 大 阪 86 36.0% 31 13.0% 0 0.0% 0 0.0% 122 51.0% 239

28 兵 庫 69 53.1% 19 14.6% 0 0.0% 0 0.0% 42 32.3% 130

29 奈 良 19 29.7% 36 56.3% 0 0.0% 0 0.0% 9 14.1% 64

30 和 歌 山 16 29.1% 19 34.5% 3 5.5% 0 0.0% 17 30.9% 55

31 鳥 取 21 43.8% 16 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 11 22.9% 48

32 島 根 26 37.7% 32 46.4% 0 0.0% 0 0.0% 11 15.9% 69

33 岡 山 16 34.0% 14 29.8% 1 2.1% 0 0.0% 16 34.0% 47

34 広 島 36 54.5% 11 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 19 28.8% 66

35 山 口 13 19.4% 25 37.3% 0 0.0% 0 0.0% 29 43.3% 67

36 徳 島 26 57.8% 13 28.9% 1 2.2% 0 0.0% 5 11.1% 45

37 香 川 14 33.3% 15 35.7% 0 0.0% 0 0.0% 13 31.0% 42

38 愛 媛 35 42.2% 21 25.3% 1 1.2% 0 0.0% 26 31.3% 83

39 高 知 6 16.7% 11 30.6% 3 8.3% 0 0.0% 16 44.4% 36

40 福 岡 54 42.5% 15 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 58 45.7% 127

41 佐 賀 9 23.1% 7 17.9% 0 0.0% 0 0.0% 23 59.0% 39

42 長 崎 21 24.4% 38 44.2% 0 0.0% 0 0.0% 27 31.4% 86

43 熊 本 12 27.9% 12 27.9% 0 0.0% 0 0.0% 19 44.2% 43

44 大 分 11 23.9% 15 32.6% 0 0.0% 0 0.0% 20 43.5% 46

45 宮 崎 14 29.2% 10 20.8% 0 0.0% 0 0.0% 24 50.0% 48

46 鹿 児 島 11 17.2% 29 45.3% 2 3.1% 0 0.0% 22 34.4% 64

47 沖 縄 20 44.4% 13 28.9% 0 0.0% 0 0.0% 12 26.7% 45

1530 37.7% 1087 26.8% 26 0.6% 10 0.2% 1406 34.6% 4,059合 計

　　　　　　　　　　区分

　都道府県

特殊の教科
（在籍校種）

平成１7年５月１日現在聾学校

在籍校種 他校種
特殊の教科
（他校種）

その他
合計
（人）



人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 1425 60.6% 33 1.4% 4 0.2% 1 0.0% 890 37.8% 2,353

2 青 森 419 68.6% 10 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 182 29.8% 611

3 岩 手 477 83.0% 11 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 87 15.1% 575

4 宮 城 499 55.7% 18 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 379 42.3% 896

5 秋 田 452 88.5% 6 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 53 10.4% 511

6 山 形 218 65.9% 17 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 96 29.0% 331

7 福 島 782 87.0% 6 0.7% 1 0.1% 0 0.0% 110 12.2% 899

8 茨 城 776 63.9% 5 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 434 35.7% 1,215

9 栃 木 508 71.8% 11 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 189 26.7% 708

10 群 馬 443 48.9% 5 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 458 50.6% 906

11 埼 玉 1353 61.8% 8 0.4% 13 0.6% 0 0.0% 814 37.2% 2,188

12 千 葉 1576 79.7% 30 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 372 18.8% 1,978

13 東 京 2118 54.6% 39 1.0% 48 1.2% 9 0.2% 1668 43.0% 3,882

14 神 奈 川 1497 50.5% 39 1.3% 11 0.4% 0 0.0% 1415 47.8% 2,962

15 新 潟 505 60.7% 9 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 318 38.2% 832

16 富 山 431 74.1% 7 1.2% 0 0.0% 1 0.2% 143 24.6% 582

17 石 川 297 68.1% 15 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 124 28.4% 436

18 福 井 308 59.0% 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 212 40.6% 522

19 山 梨 313 72.5% 8 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 111 25.7% 432

20 長 野 362 42.3% 1 0.1% 2 0.2% 0 0.0% 490 57.3% 855

21 岐 阜 398 66.7% 9 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 190 31.8% 597

22 静 岡 843 68.9% 22 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 358 29.3% 1,223

23 愛 知 1296 63.7% 37 1.8% 1 0.0% 1 0.0% 698 34.3% 2,033

24 三 重 299 53.0% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 262 46.5% 564

25 滋 賀 568 85.7% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 93 14.0% 663

26 京 都 462 41.5% 2 0.2% 3 0.3% 0 0.0% 646 58.0% 1,113

27 大 阪 1090 43.8% 30 1.2% 18 0.7% 2 0.1% 1350 54.2% 2,490

28 兵 庫 999 58.9% 7 0.4% 2 0.1% 0 0.0% 689 40.6% 1,697

29 奈 良 394 87.9% 3 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 51 11.4% 448

30 和 歌 山 421 77.2% 4 0.7% 3 0.6% 1 0.2% 116 21.3% 545

31 鳥 取 252 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 84 25.0% 336

32 島 根 368 88.2% 9 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 40 9.6% 417

33 岡 山 344 55.4% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 274 44.1% 621

34 広 島 447 51.6% 20 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 399 46.1% 866

35 山 口 463 59.9% 4 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 306 39.6% 773

36 徳 島 291 77.0% 4 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 83 22.0% 378

37 香 川 378 85.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 65 14.7% 443

38 愛 媛 227 57.9% 16 4.1% 0 0.0% 0 0.0% 149 38.0% 392

39 高 知 195 53.7% 4 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 164 45.2% 363

40 福 岡 847 57.3% 22 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 610 41.2% 1,479

41 佐 賀 228 57.1% 1 0.3% 0 0.0% 1 0.3% 169 42.4% 399

42 長 崎 437 73.1% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 160 26.8% 598

43 熊 本 298 64.5% 5 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 159 34.4% 462

44 大 分 352 64.1% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 196 35.7% 549

45 宮 崎 287 58.5% 3 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 201 40.9% 491

46 鹿 児 島 542 69.0% 6 0.8% 1 0.1% 0 0.0% 237 30.2% 786

47 沖 縄 495 49.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 497 50.1% 992

27980 61.6% 498 1.1% 107 0.2% 16 0.0% 16791 37.0% 45,392合　　　　　　　　計

平成１7年５月１日現在養護学校

　　　　　　　　　　区分

　都道府県

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

その他
合計
（人）



人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 989 58.7% 25 1.5% 1 0.1% 1 0.1% 670 39.7% 1,686

2 青 森 254 68.5% 4 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 113 30.5% 371

3 岩 手 285 83.3% 6 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 51 14.9% 342

4 宮 城 385 53.2% 12 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 327 45.2% 724

5 秋 田 347 87.6% 5 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 44 11.1% 396

6 山 形 134 64.1% 8 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 67 32.1% 209

7 福 島 539 86.0% 5 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 83 13.2% 627

8 茨 城 612 64.2% 3 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 339 35.5% 954

9 栃 木 378 71.9% 6 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 142 27.0% 526

10 群 馬 222 44.9% 4 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 268 54.3% 494

11 埼 玉 871 61.0% 6 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 551 38.6% 1,428

12 千 葉 1050 78.7% 16 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 269 20.1% 1,335

13 東 京 1333 56.5% 23 1.0% 9 0.4% 3 0.1% 991 42.0% 2,359

14 神 奈 川 999 49.8% 20 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 986 49.2% 2,006

15 新 潟 342 58.8% 7 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 233 40.0% 582

16 富 山 294 78.0% 4 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 79 21.0% 377

17 石 川 189 72.1% 7 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 66 25.2% 262

18 福 井 224 59.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 155 40.9% 379

19 山 梨 202 68.9% 5 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 86 29.4% 293

20 長 野 281 40.8% 0 0.0% 2 0.3% 0 0.0% 405 58.9% 688

21 岐 阜 241 63.9% 4 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 132 35.0% 377

22 静 岡 572 66.4% 16 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 274 31.8% 862

23 愛 知 777 62.4% 21 1.7% 0 0.0% 1 0.1% 447 35.9% 1,246

24 三 重 135 50.9% 2 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 128 48.3% 265

25 滋 賀 486 86.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 77 13.7% 563

26 京 都 254 42.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 342 57.4% 596

27 大 阪 590 41.9% 11 0.8% 4 0.3% 2 0.1% 801 56.9% 1,408

28 兵 庫 741 65.5% 5 0.4% 1 0.1% 0 0.0% 385 34.0% 1,132

29 奈 良 274 89.5% 2 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 30 9.8% 306

30 和 歌 山 376 78.0% 3 0.6% 3 0.6% 1 0.2% 99 20.5% 482

31 鳥 取 176 76.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 55 23.8% 231

32 島 根 250 87.1% 7 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 30 10.5% 287

33 岡 山 192 52.0% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 176 47.7% 369

34 広 島 345 52.2% 16 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 300 45.4% 661

35 山 口 343 59.1% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 235 40.5% 580

36 徳 島 159 77.6% 3 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 43 21.0% 205

37 香 川 250 87.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 35 12.3% 285

38 愛 媛 162 58.9% 11 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 102 37.1% 275

39 高 知 116 53.0% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 101 46.1% 219

40 福 岡 570 55.3% 15 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 446 43.3% 1,031

41 佐 賀 121 54.0% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 102 45.5% 224

42 長 崎 246 70.7% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 101 29.0% 348

43 熊 本 212 66.0% 5 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 104 32.4% 321

44 大 分 280 69.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 124 30.7% 404

45 宮 崎 199 62.0% 3 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 119 37.1% 321

46 鹿 児 島 362 65.5% 5 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 186 33.6% 553

47 沖 縄 263 41.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 367 58.3% 630

18622 61.6% 302 1.0% 21 0.1% 8 0.0% 11266 37.3% 30,219合　　　　　　　　計

知的障害養護学校 平成１7年５月１日現在

合計
（人）

特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

在籍校種 その他　　　　　　　　　　区分

　都道府県



肢体不自由養護学校

人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 385 67.5% 7 1.2% 3 0.5% 0 0.0% 175 30.7% 570

2 青 森 129 72.1% 3 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 47 26.3% 179

3 岩 手 73 84.9% 2 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 11 12.8% 86

4 宮 城 68 73.1% 2 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 23 24.7% 93

5 秋 田 100 91.7% 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 8 7.3% 109

6 山 形 56 70.9% 4 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 19 24.1% 79

7 福 島 150 86.2% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 23 13.2% 174

8 茨 城 134 60.4% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 86 38.7% 222

9 栃 木 88 74.6% 2 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 28 23.7% 118

10 群 馬 176 52.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 160 47.6% 336

11 埼 玉 436 63.8% 1 0.1% 13 1.9% 0 0.0% 233 34.1% 683

12 千 葉 446 83.5% 7 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 81 15.2% 534

13 東 京 744 52.5% 11 0.8% 39 2.8% 6 0.4% 616 43.5% 1,416

14 神 奈 川 429 52.1% 16 1.9% 10 1.2% 0 0.0% 369 44.8% 824

15 新 潟 110 65.9% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 56 33.5% 167

16 富 山 117 73.1% 2 1.3% 0 0.0% 1 0.6% 40 25.0% 160

17 石 川 86 62.8% 7 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 44 32.1% 137

18 福 井 77 60.2% 2 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 49 38.3% 128

19 山 梨 91 77.8% 3 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 23 19.7% 117

20 長 野 58 47.2% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 64 52.0% 123

21 岐 阜 91 72.2% 4 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 31 24.6% 126

22 静 岡 235 76.1% 6 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 68 22.0% 309

23 愛 知 479 66.2% 12 1.7% 1 0.1% 0 0.0% 232 32.0% 724

24 三 重 146 54.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 121 45.3% 267

25 滋 賀 43 86.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 12.0% 50

26 京 都 170 39.8% 2 0.5% 3 0.7% 0 0.0% 252 59.0% 427

27 大 阪 461 46.8% 15 1.5% 13 1.3% 0 0.0% 497 50.4% 986

28 兵 庫 239 45.0% 2 0.4% 1 0.2% 0 0.0% 289 54.4% 531

29 奈 良 106 88.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 14 11.7% 120

30 和 歌 山 25 75.8% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 21.2% 33

31 鳥 取 39 67.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 32.8% 58

32 島 根 85 91.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 8.6% 93

33 岡 山 140 62.5% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 82 36.6% 224

34 広 島 85 47.8% 4 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 89 50.0% 178

35 山 口 93 61.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 58 38.4% 151

36 徳 島 105 78.9% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 27 20.3% 133

37 香 川 71 78.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 21.1% 90

38 愛 媛 57 54.8% 5 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 42 40.4% 104

39 高 知 67 59.3% 2 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 44 38.9% 113

40 福 岡 224 61.2% 3 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 139 38.0% 366

41 佐 賀 78 56.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 60 43.2% 139

42 長 崎 142 77.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 41 22.4% 183

43 熊 本 64 66.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 33 34.0% 97

44 大 分 49 54.4% 1 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 40 44.4% 90

45 宮 崎 51 58.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 37 42.0% 88

46 鹿 児 島 135 81.3% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 30 18.1% 166

47 沖 縄 214 66.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 106 33.1% 320

7647 61.6% 136 1.1% 84 0.7% 8 0.1% 4546 36.6% 12,421合　　　　　　　　計

平成１7年５月１日現在

　　　　　　　　　　区分

　都道府県

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

その他
合計
（人）



人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合
人数
(人)

割合

1 北 海 道 51 52.6% 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 45 46.4% 97

2 青 森 36 59.0% 3 4.9% 0 0.0% 0 0.0% 22 36.1% 61

3 岩 手 119 81.0% 3 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 25 17.0% 147

4 宮 城 46 58.2% 4 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 29 36.7% 79

5 秋 田 5 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 6

6 山 形 28 65.1% 5 11.6% 0 0.0% 0 0.0% 10 23.3% 43

7 福 島 93 94.9% 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 4.1% 98

8 茨 城 30 76.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 23.1% 39

9 栃 木 42 65.6% 3 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 19 29.7% 64

10 群 馬 45 59.2% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 30 39.5% 76

11 埼 玉 46 59.7% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 30 39.0% 77

12 千 葉 80 73.4% 7 6.4% 0 0.0% 0 0.0% 22 20.2% 109

13 東 京 41 38.3% 5 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 61 57.0% 107

14 神 奈 川 69 52.3% 3 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 60 45.5% 132

15 新 潟 53 63.9% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 29 34.9% 83

16 富 山 20 44.4% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 24 53.3% 45

17 石 川 22 59.5% 1 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 14 37.8% 37

18 福 井 7 46.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 53.3% 15

19 山 梨 20 90.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 22

20 長 野 23 52.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 21 47.7% 44

21 岐 阜 66 70.2% 1 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 27 28.7% 94

22 静 岡 36 69.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 30.8% 52

23 愛 知 40 63.5% 4 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 19 30.2% 63

24 三 重 18 56.3% 1 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 13 40.6% 32

25 滋 賀 39 78.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 20.0% 50

26 京 都 38 42.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 52 57.8% 90

27 大 阪 39 40.6% 4 4.2% 1 1.0% 0 0.0% 52 54.2% 96

28 兵 庫 19 55.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15 44.1% 34

29 奈 良 14 63.6% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 7 31.8% 22

30 和 歌 山 20 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 33.3% 30

31 鳥 取 37 78.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 21.3% 47

32 島 根 33 89.2% 2 5.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.4% 37

33 岡 山 12 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 57.1% 28

34 広 島 17 63.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 37.0% 27

35 山 口 27 64.3% 2 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 13 31.0% 42

36 徳 島 27 67.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 32.5% 40

37 香 川 57 83.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 16.2% 68

38 愛 媛 8 61.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 38.5% 13

39 高 知 12 38.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 61.3% 31

40 福 岡 53 64.6% 4 4.9% 0 0.0% 0 0.0% 25 30.5% 82

41 佐 賀 29 80.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 19.4% 36

42 長 崎 49 73.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 18 26.9% 67

43 熊 本 22 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 50.0% 44

44 大 分 23 41.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 32 58.2% 55

45 宮 崎 37 45.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 45 54.9% 82

46 鹿 児 島 45 67.2% 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 21 31.3% 67

47 沖 縄 18 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 24 57.1% 42

1711 62.2% 60 2.2% 2 0.1% 0 0.0% 979 35.6% 2,752合　　　　　　　　計

　　　　　　　　　　区分

　都道府県

病弱養護学校 平成１7年５月１日現在

特殊の教科
（他校種）

その他
合計
（人）

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種



人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合

11 17.5% 18 28.6% 17 27.0% 0 0.0% 17 27.0% 63
33 32.0% 22 21.4% 1 1.0% 0 0.0% 47 45.6% 103

813 60.2% 8 0.6% 5 0.4% 0 0.0% 525 38.9% 1,351
知 的 障 害 566 63.2% 4 0.4% 1 0.1% 0 0.0% 325 36.3% 896
肢 体 不 自 由 213 53.8% 4 1.0% 4 1.0% 0 0.0% 175 44.2% 396
病 弱 34 57.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 25 42.4% 59

857 56.5% 48 3.2% 23 1.5% 0 0.0% 589 38.8% 1,517

人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合

11 17.7% 18 29.0% 17 27.4% 0 0.0% 16 25.8% 62
32 32.0% 21 21.0% 1 1.0% 0 0.0% 46 46.0% 100

805 60.2% 8 0.6% 5 0.4% 0 0.0% 520 38.9% 1,338
知 的 障 害 558 62.9% 4 0.5% 1 0.1% 0 0.0% 324 36.5% 887
肢 体 不 自 由 213 54.3% 4 1.0% 4 1.0% 0 0.0% 171 43.6% 392
病 弱 34 57.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 25 42.4% 59

848 56.5% 47 3.1% 23 1.5% 0 0.0% 582 38.8% 1,500

人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合 人数（人） 割合

0 0.0% 3 60.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 40.0% 5
0 0.0% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 66.7% 6

50 58.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 36 41.9% 86
知 的 障 害 39 62.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 23 37.1% 62
肢 体 不 自 由 9 45.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 55.0% 20
病 弱 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 50.0% 4

50 51.5% 5 5.2% 0 0.0% 0 0.0% 42 43.3% 97合 計

盲 学 校

聾 学 校

養 護 学 校 （ 計 ）

公立学校(政令指定都市のみ） 平成１７年５月１日現在

在籍校種 他校種
特殊の教科
（在籍校種）

特殊の教科
（他校種）

その他 合　計
（人）

盲 学 校

その他 合　計
（人）

盲 学 校

合 計

聾 学 校

養 護 学 校 （ 計 ）

３．盲・聾・養護学校における新規採用者の特殊教育諸学校教諭免許状の保有状況

全体（国・公・私立学校） 平成１７年５月１日現在

在籍校種
特殊の教科
（在籍校種）

他校種
特殊の教科
（他校種）

聾 学 校

養 護 学 校 （ 計 ）

公立学校（政令指定都市を含む） 平成１７年５月１日現在

在籍校種 他校種
特殊の教科
（在籍校種）

特殊の教科
（他校種）

その他 合　計
（人）

合 計



Ⅱ．
１．

30 件

30 件

60%台 70%台 80%台 90%台 100%

件　　数 2 9 10 8 1

31 件

29 件

40%台 50%台 60%台 70%台 80%台 90%台

平成１8年度目標値 3 4 8 11 4 1

２．

都道府県　　　　（件） 0 0.0% 37 78.7% 10 21.3%

政令指定都市　（件） 1 7.7% 9 69.2% 3 23.1%

都道府県　　　　（件） 4 8.5% 36 76.6% 7 14.9%

政令指定都市　（件） 1 7.7% 7 53.8% 4 30.8%

実施予定 検討中 実施予定 検討中

都道府県　　　　（件） 0 9 29 8

政令指定都市　（件） 1 2 7 1

３．

合計

都道府県　　　　（件） 27 57.4% 4 8.5% 16 34.0% 47

政令指定都市　（件） 5 38.5% 1 7.7% 7 53.8% 13

都道府県　　　　（件） 12 25.5% 19 40.4% 16 34.0%

政令指定都市　（件） 3 23.1% 7 53.8% 3 23.1%

47

13

条件としている 優先的に配置している 特に考慮していない 合計

（１）盲・聾・養護学校の採用試験区分の有無
区分あり（併願不可） 区分あり（併願可）

（２）盲・聾・養護学校教諭の新規採用時における盲・聾・養護学校教諭免許状保有の
　　条件の有無

区分なし

条件とする 優先的に配置する

平成１７年度の盲・聾・養護学校教諭の新規採用について

検討していない

11

3

47

12

（３）平成１８年度の盲・聾・養護学校への教員配置について（複数回答）

文で求めている 口頭で求めている 特に考慮していない 合計

47

13

（２）盲・聾・養護学校教諭免許状非保有者を盲・聾・養護学校に配置した場合の早期
　　の盲・聾・養護学校諭免許状取得要請の有無

平成１７年度の盲・聾・養護学校への教員配置について

（１）盲・聾・養護学校への教員配置時における盲・聾・養護学校学校教諭免許状保有
　　の条件の有無

条件としている 優先的に配置している 特に考慮していない 合計

（２）平成１8年度計画
①　数値目標を設定している都道府県・指定都市

②　数値目標を設定していない都道府県・指定都市

（内訳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

①　中期目標（５年以内）として数値目標を設定している都道府県・指定都市

②　中期目標（５年以内）として数値目標を設定していない都道府県・指定都市

（内訳）

各都道府県・指定都市教育委員会の取組について
各都道府県・指定都市教育委員会における盲・聾・養護学校教諭免許状の保有率向
上に関する計画等について

　　
（１）最終的な目標及び計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）



合計

都道府県　　　　（件） 3 8.6% 27 77.1% 5 14.3% 35

政令指定都市　（件） 1 10.0% 5 50.0% 4 40.0% 10

実施予定 検討中 実施予定 検討中

都道府県　　　　（件） 22 6 4 3

政令指定都市　（件） 5 0 0 0

実施予定 検討中 実施予定 検討中

都道府県　　　　（件） 18 7 11 6

政令指定都市　（件） 3 1 5 1

４．

（都道府県） （件）

校　　　種

盲・聾・養護学校 33 70.2% 34 72.3% 33 70.2%

盲・聾学校 1 2.1% 1 2.1% 1 2.1%

盲・養護学校 3 6.4% 2 4.3% 2 4.3%

聾・養護学校 4 8.5% 3 6.4% 3 6.4%

盲学校 0 0.0% 0 0.0% 1 2.1%

聾学校　 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

養護学校 6 12.8% 7 14.9% 7 14.9%

未実施 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

（指定都市） （件）
校　　種

盲・聾・養護学校 2 15.4% 1 7.7% 1 7.7%

盲・聾学校 0.0% 0.0% 0.0%

盲・養護学校 0.0% 1 7.7% 0.0%

聾・養護学校 0.0% 0.0% 1 7.7%

盲学校 0.0% 0.0% 0.0%

聾学校　 0.0% 0.0% 0.0%

養護学校 1 7.7% 1 7.7% 1 7.7%

未実施 10 76.9% 10 76.9% 10 76.9%
※　指定都市教育委員会については、単独で実施している件数を示している。

12

5

検討していない

平成17年度

（１）認定講習の実施状況の推移

平成15年度 平成16年度 平成17年度

平成15年度 平成16年度

区分あり（併願可）

都道府県・指定都市教育委員会が実施する盲・聾・養護学校教諭免許状に関する免許
法認定講習（以下認定講習とする）の実施状況について

区分あり（併願不可）

　②　盲・聾・養護学校教諭の新規採用時における盲・聾・養護学校教諭免許状保有の
　　　条件の有無（複数回答あり）

条件とする 優先的に配置する

※　新規採用時において盲・聾・養護学校教諭免許状保有が条件である都道府県・指定都市は除く。
※　平成１6年度に盲・聾・養護学校教諭の新規採用を行っていない都道府県・指定都市は除く。

（４）平成１7年度の盲・聾・養護学校教諭の新規採用について
　①　盲・聾・養護学校の採用試験区分（複数回答あり）

（３）盲・聾・養護学校教諭免許状非保有者を盲・聾・養護学校に新規採用した場合の
　　早期の盲・聾・養護学校教諭免許状取得要請の有無

文書で求めている 口頭で求めている 特に考慮していない



５．

52 件

33 件

36 件

20 件

0 件

６．

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

155 73 21 4 45 22 221 99

25 5 186 77 31 21 242 103

98 24 164 30 1783 1482 2045 1536

61 10 114 12 1196 998 1371 1020

26 13 41 16 453 373 520 402

5 0 5 1 107 88 117 89

278 102 371 111 1859 1525 2508 1738

公立学校

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

全取得者数

盲・聾・
養護学校

教諭免許状
を初めて

取得した者

29 12 73 39 990 894 1092 945

11 5 16 5 494 449 521 459

4 4 7 5 140 130 151 139

0 0 0 0 0 0 0 0

44 21 96 49 1624 1473 1764 1543

　知的障害

聾学校

聾学校教諭免許状
取得者数

盲学校

養護学校

盲学校教諭免許状
取得者数

③　隣接県等の認定講習の活用又は紹介

④　大学の課程等の活用又は紹介

⑤　その他

平成１６年度における盲・聾・養護学校教諭免許状の取得状況

　病弱

高等学校

都道府県・指定都市教育委員会が実施する認定講習以外の方法による盲・聾・養護学校教諭
免許状の保有率向上を図る工夫等（複数回答）

①　放送大学等通信教育講座の活用又は紹介

（１）盲・聾・養護学校の教諭で、平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの間に盲・聾・養護学校教諭免許状
　　のいずれかを新たに取得した者

養護学校教諭免許状
取得者数

合計

全体（国・公・市立学校）

②　独立行政法人国立特殊教育総合研究所が行う研修の活用又は紹介

　肢体不自由

              免許状の種類

   在籍校種

（２）小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校教諭で、平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの間に
　　盲・聾・養護学校教諭免許状のいずれかを新たに取得した者

養護学校教諭免許状
取得者数

合計
              免許状の種類

   在籍校種

盲学校教諭免許状
取得者数

聾学校教諭免許状
取得者数

合計

合計

小学校

中学校

中等教育学校



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

1 北 海 道 第１欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

50 185 0 53 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

50 185 0 53 0

第２欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

50 185 0 53 0

第２欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

50 185 0 53 0

第３欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

50 185 0 53 0

第３欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

50 185 0 53 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

30 22 0 22 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

30 22 0 22 0

第２欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

30 22 0 22 0

第２欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

30 22 0 22 0

第３欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

30 22 0 22 0

第３欄 1 15 ７月25日～
８月６日

５月10日～
５月27日

30 22 0 22 0

2 青 森 第１欄 1 16 ８月11日～
８月12日

５月19日～
６月13日

80 150 6 125 0

第３欄 1 16 ８月15日～
８月16日

５月19日～
６月13日

80 159 4 125 0

盲一・二種 第２欄 1 16 ８月８日～
８月９日

５月19日～
６月13日

80 141 3 126 0

3 岩 手 第２欄 1 15 ８月２日～
８月３日

５月13日～
６月３日

40 41 2 41 2

第３欄 1 15 ８月４日～
８月５日

５月13日～
６月３日

40 49 2 49 2

4 宮 城 盲一・二種 第２欄 1 20 ８月10日～
８月12日

４月28日～
５月31日

30 13 6 13 6

聾一・二種 第２欄 1 20 ８月10日～
８月12日

４月28日～
５月31日

30 13 13 13 13

盲・聾・養護一・二
種

第１欄 1 20 ８月５日～
８月７日外

４月28日～
５月31日

200 202 23 195 0

第２欄 1 20 ８月７日～
８月９日

４月28日～
５月31日

200 209 14 196 0

第３欄 1 20 ８月10日～
８月12日外

４月28日～
５月31日

200 172 15 168 15

5 秋 田 養護一・二種 第３欄 1 16 ８月１日～
８月14日

５月12日～
６月10日

30 33 10 33 9

第１欄 1 16 ７月25日～
８月７日

５月12日～
６月10日

50 14 3 14 3

第２欄 1 16 ７月27日～
８月９日

５月12日～
６月10日

50 16 8 16 8

第３欄 1 16 ７月29日～
８月11日

５月12日～
６月10日

50 16 7 16 7

第２欄 1 16 ８月８日～
８月20日

５月12日～
６月10日

50 25 16 24 16

第３欄 1 16 ８月10日～
８月22日

５月12日～
６月10日

50 24 10 23 10

6 山 形 第１欄 1 16 ７月28日～
７月29日

５月９日～
６月６日

60 50 23 50 23

第２欄 1 16 ８月１日～
８月２日

５月９日～
６月６日

60 52 12 52 12

 ７．都道府県・指定都市教育委員会が実施する特殊教育教諭免許状に関する認定講習について

無料

610

無料

無料

無料

無料

（１）平成１７年度の実施状況

取得できる
免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人） 受講料

（円）

養護二種

聾二種

聾一・二種

盲一・二種

養護一・二種

盲一・二種

聾一・二種

盲一・二種



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

6 山 形 第１欄 1 16 ７月28日～
７月29日

５月９日～
６月６日

90 49 33 49 33

第３欄 1 16 ８月４日～
８月５日

５月９日～
６月６日

90 69 42 69 42

第１欄 1 16 ８月８日～
８月９日

５月９日～
６月６日

100 152 15 152 0

第２欄 1 16 ８月２日～
８月３日

５月９日～
６月６日

100 158 17 158 0

7 福 島 養護一・二種 第３欄 1 15 ８月２日～
８月４日

５月12日～
６月10日

100 166 3 133 0

盲一・二種 第３欄 1 15 ７月25日～
７月27日

５月12日～
６月10日

100 90 2 89 2

8 茨 城 盲二種 第２欄 1 18 ８月８日～
８月９日

６月６日～
７月15日

40 93 0 39 0

第２欄 1 18 ８月４日～
８月５日

６月６日～
７月15日

80 129 0 76 0

第３欄 1 18 ８月24日～
８月25日

６月６日～
７月15日

80 110 0 80 0

第１欄 1 18 ８月11日～
８月12日

６月６日～
７月15日

180 208 0 177 0

第２欄 1 18 ８月８日～
８月９日

６月６日～
７月15日

180 243 0 177 0

第３欄 1 18 ８月18日～
８月19日

６月６日～
７月15日

180 217 0 177 0

9 栃 木 第１欄 1 15 ８月９日～
８月10日

４月27日～
５月27日

50 105 2 51 0

第１欄 1 15 ８月16日～
８月17日

４月27日～
５月27日

50 95 2 51 0

聾一・二種 第３欄 1 15 ８月18日～
８月19日

４月27日～
５月27日

50 49 2 49 2

養護一・二種 第３欄 1 15 ８月８日～
８月９日

４月27日～
５月27日

50 92 2 51 0

10 群 馬 盲・聾・養護二種 第１欄 1 15 ８月３日～
８月４日

４月10日～
５月20日

130 128 5 128 0

盲二種 第２欄 1 15 ８月11日～
８月12日

４月10日～
５月20日

50 43 2 41 0

聾二種 第３欄 1 15 ８月11日～
８月12日

４月10日～
５月20日

50 40 0 50 0

第２欄 1 15 ８月５日～
８月８日

４月10日～
５月20日

130 205 4 130 0

第３欄 1 15 ８月９日～
８月10日

４月10日～
５月20日

130 194 3 130 0

11 埼 玉 聾一・二種 第２欄 1 15 ８月１日～
８月２日

４月28日～
６月８日

250 315 0 214 0

養護一・二種 第３欄 1 15 ８月１日～
８月２日

４月28日～
６月８日

250 582 0 297 0

盲・聾・養護一・二
種

第１欄 1 15 ８月３日～
８月５日

４月28日～
６月８日

250 493 0 275 0

養護一・二種 第２欄 1 15 ８月３日～
８月５日

４月28日～
６月８日

250 406 0 242 0

盲・聾・養護一・二
種

第１欄 1 15 ８月８日～
８月９日

４月28日～
６月８日

250 531 0 277 0

養護一・二種 第３欄 1 15 ８月８日～
８月９日

４月28日～
６月８日

250 409 1 236 1

盲一・二種 第３欄 1 15 ８月22日～
８月23日

４月28日～
６月８日

250 201 0 137 0

養護一・二種 第２欄 1 15 ８月22日～
８月23日

４月28日～
６月８日

250 512 0 266 0

12 千 葉 第２欄 1 16 ８月24日～
８月25日

４月13日～
５月12日

100 120 0 96 0

第３欄 1 16 ８月22日～
８月23日

４月13日～
５月12日

100 131 0 98 0

聾二種 第２欄 1 16 ８月９日～
８月10日

４月13日～
５月12日

100 163 0 99 0

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

受講者数
（人） 受講料

（円）

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

取得できる
免許状の種類

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

聾一・二種

養護一・二種

聾二種

養護二種

盲・聾・養護一・二
種

養護二種

盲二種



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

12 千 葉 聾二種 第３欄 1 16 ８月22日～
８月23日

４月13日～
５月12日

100 134 0 98 0

第２欄 1 16 ８月９日～
８月10日

４月13日～
５月12日

210 138 0 127 0

第２欄 1 16 ８月11日～
８月12日

４月13日～
５月12日

210 160 0 141 0

第３欄 1 16 ８月23日～
８月24日

４月13日～
５月12日

210 243 0 196 0

第１欄 1 16 ８月９日～
８月10日

４月13日～
５月12日

210 199 0 162 0

第１欄 1 16 ８月11日～
８月12日

４月13日～
５月12日

210 237 0 175 0

13 東 京 第１欄 1 15 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 34 0 34 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 41 0 41 0

第２欄 2 31 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 21 0 21 0

第３欄 2 31 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 49 0 42 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 84 0 42 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 114 0 43 0

第２欄 2 31 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 83 0 43 0

第３欄 2 31 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

42 105 0 44 0

第１欄 1 15 ８月11日～
８月26日

５月11日～
５月27日

200 175 0 175 0

第１欄 1 15 ８月11日～
８月26日

５月11日～
５月27日

200 177 0 177 0

第２欄 2 31 ８月11日～
８月26日

５月11日～
５月27日

200 162 0 162 0

第３欄 2 31 ８月11日～
８月26日

５月11日～
５月27日

200 164 0 164 0

第１欄 1 15 ８月４日～
８月19日

５月11日～
５月27日

90 155 0 90 0

第１欄 1 15 ８月４日～
８月19日

５月11日～
５月27日

90 162 0 91 0

第２欄 2 31 ８月４日～
８月19日

５月11日～
５月27日

90 141 0 90 0

第３欄 2 31 ８月４日～
８月19日

５月11日～
５月27日

90 156 0 90 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

40 58 0 42 0

第１欄 1 15 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

40 48 0 42 0

第２欄 2 31 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

40 64 0 41 0

第３欄 2 31 ７月25日～
８月９日

５月11日～
５月27日

40 53 0 42 0

14 神 奈 川 第１欄 1 15 ８月10日～
８月11日

４月20日～
５月20日

100 123 0 103 0

第３欄 1 15 ８月12日
８月15日

４月20日～
５月20日

100 108 0 96 0

第１欄 1 15 ８月11日～
８月12日

４月20日～
５月20日

120 124 0 116 0

第３欄 1 15 ８月18日～
８月19日

４月20日～
５月20日

100 144 1 100 0

第１欄 1 15 ８月５日
８月８日

４月20日～
５月20日

150 273 0 139 0

第１欄 1 15 ８月11日～
８月12日

４月20日～
５月20日

165 306 0 163 0

無料

無料

無料

受講料
（円）

取得できる
免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）

養護二種

盲・聾・養護二種

盲二種

聾二種

養護二種

盲一・二種

聾一・二種

養護一・二種



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

14 神 奈 川 第１欄 1 15 ８月15日～
８月16日

４月20日～
５月20日

165 177 0 150 0

第１欄 1 15 ８月29日～
８月30日

４月20日～
５月20日

120 163 0 111 0

第２欄 1 15 ７月27日～
７月28日

４月20日～
５月20日

120 252 0 119 0

第２欄 1 15 ７月25日～
７月26日

４月20日～
５月20日

165 268 0 163 0

第２欄 1 15 ８月17日～
８月18日

４月20日～
５月20日

165 176 0 159 0

第２欄 1 15 ８月３日～
８月４日

４月20日～
５月20日

150 204 0 140 0

第３欄 1 15 ８月９日～
８月10日

４月20日～
５月20日

150 318 0 149 0

第３欄 1 15 ８月１日～
８月２日

４月20日～
５月20日

150 369 0 147 0

第３欄 1 15 ８月15日～
８月16日

４月20日～
５月20日

120 174 0 113 0

第３欄 2 15 ８月16日～
８月17日

４月20日～
５月20日

100 130 0 90 0

15 新 潟 第１欄 1 17 ８月22日～
８月24日

５月18日～
６月10日

100 100 0 95 0

第１欄 1 17 ８月23日～
８月25日

５月18日～
６月10日

50 38 0 37 0

第２欄 1 17 ８月16日～
８月18日

５月18日～
６月10日

80 169 1 79 0

第２欄 1 17 ８月22日～
８月24日

５月18日～
６月10日

100 55 0 52 0

聾一・二種 第３欄 1 17 ８月９日～
８月11日

５月18日～
６月10日

50 81 2 73 0

第３欄 1 17 ８月22日～
８月24日

５月18日～
６月10日

80 101 0 90 0

第３欄 1 17 ８月23日～
８月25日

５月18日～
６月10日

100 61 1 57 1

16 富 山 盲一・二種 第２欄 1 15 ７月26日～
７月27日

６月３日～
６月21日

45 24 11 23 11

聾一・二種 第３欄 1 15 ８月16日～
８月17日

６月３日～
６月21日

45 35 2 34 2

第１欄 1 15 ８月８日～
８月９日

６月３日～
６月21日

90 65 2 65 2

第３欄 1 15 ８月22日～
８月23日

６月３日～
６月21日

90 75 4 75 4

17 石 川 盲一・二種 第３欄 1 15 ８月３日～
８月４日

５月25日～
６月21日

40 42 11 39 10

聾一・二種 第３欄 1 15 ７月27日～
７月28日

５月25日～
６月21日

40 50 20 48 19

第１欄 1 15 ８月22日～
８月23日

５月25日～
６月21日

40 135 8 111 0

第２欄 1 15 ８月１日～
８月２日

５月25日～
６月21日

40 91 17 86 16

18 福 井 養護一・二種 第３欄 2 30 １月４日～
１月６日

12月15日～
12月26日

100 117 0 116 0 無料

19 山 梨 盲一・二種 第２欄 1 15 ７月25日～
７月26日

６月７日～
６月29日

50 32 0 32 0

聾一・二種 第２欄 1 15 ７月27日～
７月28日

６月７日～
６月29日

50 27 0 27 0

養護一・二種 第１欄 1 15 ７月29日
８月２日

６月７日～
６月29日

50 64 0 64 0

20 長 野 第１欄 1 15 ７月27日～
７月29日

５月30日～
６月17日

120 87 0 83 0

第２欄 1 15 ７月27日～
７月29日

５月30日～
６月17日

120 140 0 135 0

第３欄 1 15 ７月27日～
７月29日

５月30日～
６月17日

120 171 1 161 1

無料

無料

無料

600

無料

無料

受講料
（円）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）取得できる

免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

養護一・二種

盲・聾・養護一・二
種

養護一・二種

養護一・二種

養護一・二種

養護二種

養護一・二種



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

20 長 野 第１欄 1 15 ８月１日～
８月３日

５月30日～
６月17日

120 177 0 167 0

第３欄 1 15 ８月10日～
８月12日

５月30日～
６月17日

120 239 0 227 0

第２欄 1 15 １月５日～
１月７日

５月30日～
６月17日

120 212 0 194 0

盲一・二種 第３欄 1 15 １月５日～
１月７日

５月30日～
６月17日

40 13 4 12 3

聾一・二種 第３欄 1 15 １月５日～
１月７日

５月30日～
６月17日

40 46 1 42 1

21 岐 阜 第１欄 1 15 ８月１日～
８月３日

５月18日～
６月15日

60 126 0 80 0

第１欄 1 15 ８月９日～
８月11日

５月18日～
６月15日

100 108 0 108 0

第２欄 1 15 ８月８日～
８月10日

５月18日～
６月15日

150 199 0 160 0

第３欄 1 15 ８月１日～
８月３日

５月18日～
６月15日

150 160 0 125 0

22 静 岡 第１欄 1 15 ８月10日～
８月11日

６月10日～
６月20日

40 36 0 36 0

第２欄 1 15 ８月15日～
８月16日

６月10日～
６月20日

40 36 0 36 0

第１欄 1 15 ８月３日～
８月４日

６月10日～
６月20日

60 53 0 53 0

第２欄 1 15 ８月９日～
８月10日

６月10日～
６月20日

60 53 0 53 0

第１欄 1 15 ８月１日～
８月２日

６月10日～
６月20日

120 168 0 125 0

第２欄 1 15 ８月３日～
８月４日

６月10日～
６月20日

120 168 0 125 0

23 愛 知 盲一種 第２欄 1 15 ８月２日～
８月３日

５月13日～
６月３日

45 35 0 33 0

第２欄 1 15 ８月18日～
８月19日

５月13日～
６月３日

45 57 0 44 0

第３欄 1 15 ８月４日～
８月５日

５月13日～
６月３日

50 54 0 47 0

第２欄 1 15 ８月４日～
８月５日

５月13日～
６月３日

60 230 0 59 0

第２欄 1 15 ８月16日～
８月17日

５月13日～
６月３日

60 168 0 59 0

第３欄 1 15 ８月２日～
８月３日

５月13日～
６月３日

60 205 0 60 0

第３欄 1 15 ８月18日～
８月19日

５月13日～
６月３日

60 185 0 59 0

24 三 重 聾・養護二種 第１欄 1 15 ８月３日～
８月８日

５月20日～
６月10日

30 77 1 30 0

養護二種 第１欄 1 15 ８月３日～
８月８日

５月20日～
６月10日

40 62 1 54 0

養護一種 第２欄 1 15 ８月３日～
８月８日

５月20日～
６月10日

20 29 1 20 0

養護二種 第３欄 1 15 ８月９日～
８月12日

５月20日～
６月10日

60 77 1 69 1

第２欄 1 15 ８月３日～
８月８日

５月20日～
６月10日

20 21 10 20 0

第３欄 1 15 ８月９日～
８月12日

５月20日～
６月10日

40 21 2 23 0

25 滋 賀 盲・聾・養護一・二
種

第１欄 1 15 ８月２日～
８月５日

５月26日～
６月24日

150 149 11 149 1

養護一・二種 第２欄 1 15 ８月８日～
８月11日

５月26日～
６月24日

150 103 6 103 6

盲一・二種 第３欄 1 15 ８月８日～
８月11日

５月26日～
６月24日

150 37 1 37 1

聾一・二種 第３欄 1 15 ８月２日～
８月５日

５月26日～
６月24日

150 54 8 54 8

810

600

無料

無料

無料

1000

受講料
（円）

聾二種

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）取得できる

免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

養護一・二種

盲・聾・養護一・二
種

聾一種

養護一種

養護一・二種

盲二種

聾二種

養護二種



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

26 京 都 第１欄 1 16 ８月16日～
８月19日

５月16日～
６月10日

45 77 13 45 0

第２欄 1 16 ８月23日～
８月26日

５月16日～
６月10日

45 92 17 45 0

第３欄 1 16 ８月23日～
８月26日

５月16日～
６月10日

45 85 19 45 0

第１欄 1 15 ８月18日～
８月22日

４月28日～
５月20日

60 194 9 65 0

第２欄 1 15 ８月17日～
８月22日

４月28日～
５月20日

60 191 10 63 0

第３欄 1 15 ８月23日～
８月26日

４月28日～
５月20日

60 199 12 63 0

第１欄 1 15 ７月21日～
７月26日

４月28日～
５月20日

70 225 5 76 0

第２欄 1 15 ７月21日～
７月26日

４月28日～
５月20日

70 225 11 73 0

第３欄 1 15 ８月１日～
８月４日

４月28日～
５月20日

70 208 11 75 0

第１欄 1 15 ８月１日～
８月４日

４月28日～
５月20日

400 688 0 430 0

第３欄 1 15 ７月28日～
７月29日

４月28日～
５月20日

400 664 0 414 0

第３欄 1 15 ８月１日～
８月４日

４月28日～
５月20日

400 711 0 444 0

28 兵 庫 第１欄 1 15 ８月24日～
８月26日

５月24日～
６月17日

80 110 5 79 0

第２欄 1 15 ８月29日～
８月31日

５月24日～
６月17日

80 106 6 80 0

第１欄 1 15 ８月26日
８月29日

月

５月24日～
６月17日

100 142 7 137 7

第２欄 1 15 ８月22日～
８月24日

５月24日～
６月17日

100 137 10 97 0

第１欄 1 15 ７月29日
８月１日

月

５月24日～
６月17日

150 223 0 140 0

第１欄 1 15 ８月５日
８月８日

月

５月24日～
６月17日

150 199 0 139 0

第２欄 1 15 ８月22日～
８月24日

５月24日～
６月17日

150 237 0 152 0

第２欄 1 15 ７月25日～
７月27日

５月24日～
６月17日

150 204 0 142 0

第２欄 1 15 ８月17日～
８月19日

５月24日～
６月17日

150 193 0 148 0

第３欄 1 15 ８月10日～
８月12日

５月24日～
６月17日

150 208 0 147 0

29 奈 良 第１欄 1 15 ８月８日～
８月９日

５月６日～
６月13日

120 129 50 124 0

第３欄 1 15 ８月17日～
８月18日

５月６日～
６月13日

120 76 49 77 47

30 和 歌 山 養護二種 第２欄 1 17 ７月26日～
７月28日

６月10日～
７月１日

80 44 0 42 0

聾二種 第３欄 1 15 ８月９日～
８月10日

６月10日～
７月１日

40 56 0 54 0

31 鳥 取 第１欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

50 63 0 57 0

第２欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

50 33 0 31 0

第３欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

50 29 0 28 0

第１欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

50 68 0 61 0

第２欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

80 43 0 40 0

養護二種 第１欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

80 75 0 70 0

無料

無料

無料

無料

無料

無料

養護一・二種

盲二種

聾二種

養護二種

盲二種

聾二種

養護二種

養護一・二種

盲二種

聾二種

受講料
（円）

27 大 阪

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）取得できる

免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

31 鳥 取 養護二種 第３欄 2 30 ７月23日～
８月28日

５月11日～
５月31日

80 79 0 75 0 無料

32 島 根 第１欄 1 15 ８月11日～
８月12日

５月10日～
６月３日

100 101 7 88 6

第２欄 1 15 ８月15日～
８月16日

５月10日～
６月３日

100 69 7 56 6

第１欄 1 15 ７月28日～
７月29日

５月10日～
６月３日

100 89 5 83 5

第２欄 1 15 ７月25日～
７月26日

５月10日～
６月３日

100 66 9 61 9

養護一・二種 第２欄 1 15 ８月23日～
８月24日

５月10日～
６月３日

100 59 7 53 6

33 岡 山 盲二種 第３欄 1 15 ８月29日～
８月30日

５月26日～
６月30日

50 49 1 48 1

聾二種 第２欄 1 15 ８月10日～
８月11日

５月26日～
６月30日

50 51 0 48 0

養護二種 第３欄 1 15 ８月15日～
８月16日

５月26日～
６月30日

150 132 0 128 　

盲・聾・養護二種 第１欄 1 15 ８月８日～
８月９日

５月26日～
６月30日

200 176 4 172 3

34 広 島 盲一・二種 第１欄 1 16 ８月１日～
８月２日

４月26日～
６月３日

50 126 7 55 0

聾一・二種 第１欄 1 16 ８月11日～
８月12日

４月26日～
６月３日

50 147 3 55 0

第１欄 1 16 ８月８日～
８月９日

４月26日～
６月３日

250 457 5 246 0

第２欄 1 16 ８月11日～
８月12日

４月26日～
６月３日

250 415 3 240 0

第３欄 1 16 ８月18日～
８月19日

４月26日～
６月３日

250 495 6 239 0

35 山 口 盲・聾・養護一・二
種

第１欄 1 16 ８月26日
８月29日

月

５月15日～
６月15日

100 390 15 380 0

聾一・二種 第３欄 1 16 ８月16日～
８月18日

５月15日～
６月15日

40 103 4 101 0

第２欄 1 16 ８月19日
８月22日

月

５月15日～
６月15日

100 388 17 388 1

第３欄 1 16 ８月16日～
８月18日

５月15日～
６月15日

100 357 20 357 20

36 徳 島 盲一・二種 第３欄 1 18 ８月３日～
８月５日

５月２日～
６月21日

40 75 7 67 0

聾一・二種 第３欄 1 18 ８月17日～
８月19日

５月２日～
６月21日

40 67 6 61 7

第２欄 1 18 ８月３日～
８月５日

５月２日～
６月21日

80 100 2 98 2

第３欄 1 18 ８月17日～
８月19日

５月２日～
６月21日

80 95 2 86 2

37 香 川 第１欄 1 16 ８月22日～
８月23日

５月13日～
６月24日

80 60 30 55 26

第３欄 1 16 ８月８日～
８月９日

５月13日～
６月24日

80 72 28 69 16

第２欄 1 16 ８月11日～
８月12日

５月13日～
６月30日

40 32 9 32 8

第３欄 1 16 ８月18日～
８月19日

５月13日～
６月30日

40 34 9 32 6

38 愛 媛 第２欄 1 16 ８月２日～
８月５日

５月17日～
６月７日

50 48 1 46 0

第１欄 1 16 ８月９日～
８月11日

５月17日～
６月７日

50 57 0 47 0

39 高 知 第１欄 1 16 ８月23日～
８月24日

５月26日～
６月17日

50 34 6 33 5

第３欄 1 16 ８月９日～
８月10日

５月26日～
６月17日

50 21 5 21 5

聾一・二種 第２欄 1 16 ７月27日～
７月28日

５月26日～
６月17日

50 57 0 48 0

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

2000

養護一・二種

盲一・二種

養護一・二種

盲一・二種

聾一・二種

養護一・二種

養護一・二種

養護一・二種

盲一・二種

受講者数
（人） 受講料

（円）
取得できる

免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

39 高 知 聾一・二種 第３欄 1 16 ８月９日～
８月10日

５月26日～
６月17日

50 48 3 46 1

第１欄 1 16 ８月１日～
８月２日

５月26日～
６月17日

75 89 0 74 0

第２欄 1 16 ８月３日～
８月４日

５月26日～
６月17日

75 79 4 73 0

第３欄 1 16 ８月５日～
８月６日

５月26日～
６月17日

75 73 4 68 1

40 福 岡 盲二種 第３欄 1 15 ８月９日～
８月11日

５月12日～
６月３日

60 27 16 25 14

聾二種 第３欄 1 15 ８月９日～
８月11日

５月12日～
６月３日

90 65 8 62 8

養護二種 第３欄 1 15 ８月19日～
８月23日

５月12日～
６月３日

150 334 0 150 0

第１欄 1 15 ５月26日～
８月８日

２月１日～
４月22日

20 16 0 16 0

第１欄 1 15 ７月26日～
11月17日

２月１日～
４月22日

20 18 0 18 0

第２欄 1 15 ６月30日～
９月15日

２月１日～
４月22日

20 21 0 21 0

第２欄 1 15 ７月21日～
12月26日

２月１日～
４月22日

20 24 0 23 0

第３欄 1 15 ７月25日～
８月5日

２月１日～
４月22日

20 25 0 24 0

第３欄 1 15 ６月９日～
８月19日

２月１日～
４月22日

20 21 0 21 0

第１欄 1 15 ７月26日～
８月18日

２月１日～
４月22日

20 36 0 31 0

第１欄 1 15 ６月３日～
７月28日

２月１日～
４月22日

20 31 0 31 0

第２欄 1 15 ７月25日～
12月26日

２月１日～
４月22日

20 39 0 36 0

第２欄 1 15 ６月24日～
12月27日

２月１日～
４月22日

20 42 0 36 0

第３欄 1 18 ８月４日～
10月21日

２月１日～
４月22日

20 37 0 30 0

第３欄 1 15 ８月２日～
８月30日

２月１日～
４月22日

20 42 0 36 0

41 佐 賀 第１欄 1 18 ８月18日～
８月20日

５月19日～
６月14日

120 171 3 171 3

第２欄 1 18 ８月22日～
８月24日

５月19日～
６月14日

120 146 2 146 2

第３欄 1 18 ８月４日～
８月６日

５月19日～
６月14日

120 137 7 137 7

42 長 崎 盲・聾・養護一・二
種

第１欄 1 16 ８月16日～
８月18日

５月23日～
６月20日

160 146 9 143 8

養護一・二種 第２欄 1 16 ８月23日～
８月26日

５月23日～
６月20日

150 132 8 128 7

盲一・二種 第３欄 1 16 ８月24日～
８月26日

５月23日～
６月20日

50 25 7 25 5

聾一・二種 第２欄 1 16 ８月23日～
８月25日

５月23日～
６月20日

50 39 6 39 6

43 熊 本 盲・聾・養護二種 第１欄 1 16 ８月22日～
８月23日

５月17日～
６月14日

100 218 0 101 0

第２欄 1 16 ８月24日～
８月25日

５月17日～
６月14日

100 215 0 101 0

第３欄 1 16 ８月22日～
８月23日

５月17日～
６月14日

100 143 0 101 0

盲二種 第２欄 1 16 ８月17日～
８月18日

５月17日～
６月14日

60 59 13 56 6

44 大 分 聾二種 第２欄 1 16 ８月７日～
８月９日

６月８日～
７月１日

70 92 3 75 0

盲・聾・養護二種 第１欄 1 16 ８月16日～
８月18日

６月８日～
７月１日

120 209 6 166 0

無料

無料

無料

無料

無料

無料

受講料
（円）

養護二種

養護一・二種

盲一・二種

聾一・二種

養護一・二種

取得できる
免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

44 大 分 第２欄 1 16 ８月26日～
８月28日

６月８日～
７月１日

80 164 4 78 0

第３欄 1 16 ８月29日～
８月31日

６月８日～
７月１日

80 181 3 82 0

45 宮 崎 第３欄 1 16 ８月９日～
８月11日

５月30日～
６月22日

50 53 1 45 0

第３欄 1 16 ８月17日～
８月22日

５月30日～
６月22日

50 49 1 45 1

46 鹿 児 島 第１欄 1 15 ８月８日～
８月９日

５月13日～
６月13日

120 185 8 130 0

第２欄 1 15 ８月３日～
８月４日

５月13日～
６月13日

100 204 10 125 0

第２欄 1 15 ８月18日～
８月19日

５月13日～
６月13日

100 204 9 126 0

47 沖 縄 第１欄 2 30 ８月８日～
８月12日

５月下旬～
６月18日

60 60 0 60 0

第２欄 1 15 ８月８日～
８月13日

５月下旬～
６月19日

60 60 0 60 0

第２欄 1 15 ８月８日～
８月14日

５月下旬～
６月20日

60 60 0 60 0

第３欄 2 30 ８月８日～
８月15日

５月下旬～
６月21日

60 60 0 60 0

第２欄 1 15 ８月８日～
８月16日

５月下旬～
６月22日

60 60 0 60 0

第２欄 1 15 ８月８日～
８月17日

５月下旬～
６月23日

60 60 0 60 0

無料

無料

無料

無料

養護二種

盲二種

養護二種

養護一・二種

養護一・二種

受講料
（円）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）取得できる

免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）



実施期間 募集時期

○月○日～
○月○日

○月○日～
○月○日

県内 県外 県内 県外

7 名 古 屋 養護一種 第２欄 1 15 ８月18日～
８月19日

５月30日～
６月６日

60 120 0 60 0 無料

京 都 第１欄 1 15 ８月16日～
８月19日

５月31日～
６月10日

45 73 0 47 0

第２欄 1 15 ８月23日～
８月26日

５月31日～
６月10日

45 79 0 48 0

第３欄 1 15 ８月23日～
８月26日

５月31日～
６月10日

45 70 0 46 0

大 阪 第１欄 1 15 ８月18日～
８月22日

５月９日～
５月18日

60 56 0 22 0

第２欄 1 15 ８月17日～
８月22日

５月９日～
５月18日

60 56 0 20 0

第３欄 1 15 ８月23日～
８月26日

５月９日～
５月18日

60 57 0 20 0

第１欄 1 15 ７月21日～
７月26日

５月９日～
５月18日

70 61 0 24 0

第２欄 1 15 ７月21日～
７月26日

５月９日～
５月18日

70 64 0 24 0

第３欄 1 15 ８月１日～
８月４日

５月９日～
５月18日

70 61 0 25 0

第１欄 1 15 ８月１日～
８月４日

５月９日～
５月18日

400 156 0 89 0

第２欄 1 15 ７月28日～
７月29日

５月９日～
５月18日

400 334 0 188 0

第３欄 1 15 ８月１日～
８月４日

５月９日～
５月18日

400 164 0 93 0

12 北 九 州 第１欄 1 15 ８月９日～
８月11日

５月17日～
５月27日

150 174 6 146 0

第１欄 1 15 ８月16日～
８月18日

５月17日～
５月27日

150 168 5 147 0

聾二種 第２欄 1 15 ８月19日～
８月23日

５月16日～
６月３日

90 57 9 63 9

第２欄 1 15 ８月16日～
８月18日

５月16日～
６月３日

150 259 0 145 0

第２欄 1 15 12月26日～
１月６日

11月15日～
12月１日

50 52 0 52 0

無料

無料

無料

聾・養護一・二種

盲二種

受講料
（円）

8

9

13 福 岡

養護二種

聾二種

盲・聾・養護二種

養護二種

無料

【指定都市】

取得できる
免許状の種類

免許法施行
規則第７条と

の関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

募集定
員（人）

受講申込者
（人）

受講者数
（人）



1 北海道 第１欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第１欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第２欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第２欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第３欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第３欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第１欄 1 15 ７月頃 ５月頃 30

第１欄 1 15 ７月頃 ５月頃 30

第２欄 1 15 ７月頃 ５月頃 30

第２欄 1 15 ７月頃 ５月頃 30

第３欄 1 15 ７月頃 ５月頃 30

第３欄 1 15 ７月頃 ５月頃 30

2 青 森 聾一・二種 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 80

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 80

3 岩 手 盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 40

盲一・二種 第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 40

4 宮 城 盲一・二種
養護 種

第３欄 1 20 ８月頃 ４月頃 30

聾一・二種
養護 種

第３欄 1 20 ８月頃 ４月頃 30

盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 20 ８月頃 ４月頃 200

第２欄 1 20 ８月頃 ４月頃 200

第３欄 1 20 ８月頃 ４月頃 200

5 秋 田 養護一・二
種

第１欄 1 16 ８月頃 ５月～６月 30

第１欄 1 16 ８月頃 ５月～６月 50

第２欄 1 16 ８月頃 ５月～６月 50

第３欄 1 16 ８月頃 ５月～６月 50

第２欄 1 16 ８月頃 ５月～６月 50

第３欄 1 16 ８月頃 ５月～６月 50

6 山 形 第１欄 1 16 ７月下旬～
８月上旬

５月頃 60

第３欄 1 16 ７月下旬～
８月上旬

５月頃 60

第１欄 1 16 ７月下旬～
８月上旬

５月頃 90

第２欄 1 16 ７月下旬～
８月上旬

５月頃 90

第１欄 1 16 ７月下旬～
８月上旬

５月頃 100

第３欄 1 16 ７月下旬～
８月上旬

５月頃 100

7 福 島 養護一・二
種

第２欄 1 15 ７・８月頃 ５・６月頃 100

聾一・二種 第２欄 1 15 ７・８月頃 ５・６月頃 100

8 茨 城 盲二種 第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 80

9 栃 木 第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

盲一・二種 第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

養護一・二
種

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

盲・聾・養護
一・二種

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

10 群 馬 盲・聾・養護
二種

第１欄 1 16 ８月頃 ４月頃 130 定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付及び
ホームページ

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付及び
ホームページ

定員に余裕があれば可 特に指定していない 情報提供していない

特に指定していない 通知文書送付

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

特に指定していない 通知文書送付

可 特に指定していない 通知文書送付

否

可 近隣の都道府県 通知文書送付

他県・市の
範

他県・市への

他県・市の
受け入れの範囲

他県・市への
周知方法

取得できる
免許状の

免許法施行
規則第７条

単位数
単

講習時間
時

期間 募集時期 募集
定

（２）平成１８年度の実施計画
取得できる
免許状の

種類

免許法施行
規則第７条
との関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

期間 募集時期 募集
定員
（人）

他県・市受講者
受入可否

他県・市受講者

定員に余裕があれば可

可

養護一・二
種

養護二種

盲二種

盲一・二種

盲一・二種

聾一・二種

盲一・二種

聾一・二種

養護一・二
種

聾二種

養護二種

盲・聾・養護
一・二種



10 群 馬 盲二種 第３欄 1 16 ８月頃 ４月頃 50

聾二種 第２欄 1 16 ８月頃 ４月頃 50

第２欄 1 16 ８月頃 ４月頃 50

第３欄 1 16 ８月頃 ４月頃 50

11 埼 玉 盲一・二種 第２欄 1 15 ８月１日～
８月２日

５月頃 250

養護一・二
種

第２欄 1 15 ８月１日～
８月２日

５月頃 250

盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 15 ８月７日～
８月８日

５月頃 250

養護一・二
種

第３欄 1 15 ８月７日～
８月８日

５月頃 250

聾一・二種 第３欄 1 15 ８月９日～
８月10日

５月頃 250

養護一・二
種

第３欄 1 15 ８月９日～
８月10日

５月頃 250

盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 15 ８月21日～
８月22日

５月頃 250

養護一・二
種

第２欄 1 15 ８月21日～
８月22日

５月頃 250

12 千 葉 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 100

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 100

第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 100

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 100

第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 210

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 210

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 210

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 210

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 210

13 東 京 第１欄 1 15 ７月～８月 ５月頃 40

第１欄 1 15 ７月～８月 ５月頃 40

第２欄 2 31 ７月～８月 ５月頃 40

第３欄 2 31 ７月～８月 ５月頃 40

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第２欄 2 31 ８月頃 ５月頃 100

第３欄 2 31 ８月頃 ５月頃 100

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 200

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 200

第２欄 2 31 ８月頃 ５月頃 200

第３欄 2 31 ８月頃 ５月頃 200

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第２欄 2 31 ８月頃 ５月頃 100

第３欄 2 31 ８月頃 ５月頃 100

14 神奈川 第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 100

第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 100

第１欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第１欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第１欄 1 15 ８月頃 ４月頃 130

第１欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第１欄 1 15 ８月頃 ４月頃 150

第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 130

第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第２欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第３欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第３欄 1 15 ８月頃 ４月頃 150

第３欄 1 15 ８月頃 ４月頃 160

第３欄 1 15 ８月頃 ４月頃 130

15 新 潟 盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

100 定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

80

盲一・二種 第２欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

50

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

否

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

他県・市の
受け入れの範囲

他県・市への
周知方法

定員に余裕があれば可 特に指定していない ホームページ

否

受け入れの範囲 周知方法

取得できる
免許状の

種類

免許法施行
規則第７条
との関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

期間 募集時期 募集
定員
（人）

免許状の
種類

規則第７条
との関係

（単位） （時間） 定員
（人）

受入可否

他県・市受講者
受入可否

養護二種

盲二種

聾二種

養護二種

盲・聾・養護
二種

盲二種

聾二種

盲一・二種

聾一・二種

養護二種

養護一・二
種



15 新 潟 聾一・二種 第２欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

50

第２欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

100

第３欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

80

第３欄 1 17 ８月頃 ５月中旬～
６月中旬

100

16 富 山 盲一・二種 第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 45

聾一・二種 第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 45

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 90

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 90

17 石 川 盲一・二種 第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 40

聾一・二種 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 40

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 40

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 40

18 福 井 第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第２欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第２欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第２欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 未定

19 山 梨 第１欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第３欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第１欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第３欄 1 15 ７月頃 ５月頃 50

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

20 長 野 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 制限
を設第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 制限
を設第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 制限
を設第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 制限
を設第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 制限
を設第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 制限
を設21 岐 阜 養護一種 第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

22 静 岡 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 60

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 60

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 120

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 120

23 愛 知 盲一種 第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 45

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 45

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 50

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

24 三 重 盲・聾・養護
二種

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

養護一種 第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 未定

定員に余裕があれば可

可 近隣の都道府県 通知文書送付

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

定員に余裕があれば可 情報提供していない

否

可 特に指定していない 通知文書送付及び
ホームページ

可 特に指定していない 通知文書送付

定員に余裕があれば可 特に指定していない ホームページ

否

否

否

他県・市の
受け入れの範囲

他県・市への
周知方法

近隣の都道府県 通知文書送付

種類 との関係 （人）

募集
定員
（人）

他県・市受講者
受入可否

募集時期

養護一種

養護一・二
種

取得できる
免許状の

種類

免許法施行
規則第７条
との関係

盲二種

聾二種

養護二種

聾一種

養護一・二
種

養護二種

盲一・二種

養護二種

聾一・二種

養護一・二
種

盲一・二種

養護一・二
種

聾一・二種

養護一・二
種

盲一・二種

聾一・二種

養護二種

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

期間

盲二種

聾二種



25 滋 賀 盲・聾・養護
一・二種

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 150

養護一・二
種

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 150

盲一・二種 第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

聾一・二種 第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 100

26 京 都 第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 45

第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 45

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 45

27 大 阪 第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 70

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 70

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 70

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 400

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 400

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 400

28 兵 庫 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 80

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 80

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 100

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 100

第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

29 奈 良 養護一・二
種

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 120 定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

30 和歌山 盲二種 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 60

聾二種 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 60

盲・聾・養護
二種

第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 160

養護二種 第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 100

31 鳥 取 第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 40

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 40

第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 40

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 70

第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 70

第２欄 2 30 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 70

32 島 根 第２欄 1 15 ８月17日～
８月18日

５月～６月 100

第３欄 1 15 ８月７日～
８月８日

５月～６月 100

聾一・二種 第３欄 1 15 ８月１日～
８月２日

５月～６月 100

聾一・二種 第１欄 1 15 ７月か８月 ５月～６月 100

養護一・二
種

第２欄 1 15 ７月か８月 ５月～６月 100

33 岡 山 盲二種 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

聾二種 第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 50

養護二種 第２欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

盲・聾・養護
二種

第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 200

34 広 島 第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 60

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 60

第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 60

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 60

第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

35 山 口 盲一・二種 第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 50 定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

聾一・二種 第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 100

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

35 山 口 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 300

定員に余裕があれば可 特に指定していない

定員に余裕があれば可

特に指定していない 通知文書送付

通知文書送付

盲・聾・養護
一・二種

盲・聾・養護
一・二種

免許法施行
規則第７条
との関係

単位数
（単位）

盲一・二種

通知文書送付

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付及び
ホームページ

情報提供していない

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

否

定員に余裕があれば可 特に指定していない

定員に余裕があれば可

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

否

他県・市の
受け入れの範囲

他県・市への
周知方法

取得できる
免許状の

種類

盲・聾・養護
種

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

聾一・二種

養護一・二
種

講習時間
（時間）

期間 募集時期 募集
定員
（人）

他県・市受講者
受入可否

養護二種

盲二種

養護一・二
種

ホームページ否

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

特に指定していない

養護二種

盲一・二種

聾二種

養護二種

盲二種

聾二種

盲二種

聾二種



第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 300

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 250

36 徳 島 盲一・二種 第２欄 1 18 ８月頃 ５月頃 40

聾一・二種 第１欄 1 18 ８月頃 ５月頃 40

第１欄 1 18 ８月頃 ５月頃 80

第３欄 1 18 ８月頃 ５月頃 80

37 香 川 第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 80

第３欄 1 16 ８月頃 ６月頃 80

第１欄 1 16 ８月頃 ６月頃 80

第３欄 1 16 ８月頃 ６月頃 80

38 愛 媛 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 50

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 50

39 高 知 第１欄 1 16 ８月頃 ６月頃 75

第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 75

第１欄 1 16 ８月頃 ６月頃 75

第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 50

第１欄 1 16 ８月頃 ６月頃 50

第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 50

第３欄 1 16 ８月頃 ６月頃 50

40 福 岡 盲・聾・養護
二種

第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 150

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60

聾二種 第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 90

第１欄 1 15 ５月頃 ３月頃 20

第１欄 1 15 ８月頃 ３月頃 20

第２欄 1 15 ８月頃 ３月頃 20

第２欄 1 15 ７月頃 ３月頃 20

第３欄 1 15 ８月頃 ３月頃 20

第３欄 1 15 ７月頃 ３月頃 20

41 佐 賀 第１欄 1 18 ８月頃 ５月頃 120

第２欄 1 18 ８月頃 ５月頃 120

第３欄 1 18 ８月頃 ５月頃 120

42 長 崎 盲・聾・養護
種

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 150

盲一・二種 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 50

聾一・二種 第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 50

養護一・二
種

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 150

43 熊 本 盲・聾・養護
二種

第１欄 1 16 ８月頃 ５月頃 110

養護二種 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 110

第３欄 1 16 ８月頃 ５月頃 110

聾二種 第２欄 1 16 ８月頃 ５月頃 60 定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

44 大 分 盲・聾・養護
二種

第１欄 1 16 ８月頃 ６月頃 200

盲二種 第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 80

聾二種 第３欄 1 16 ８月頃 ６月頃 80

45 宮 崎 第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 50

第２欄 1 16 ８月頃 ６月頃 50

46 鹿児島 第１欄 1 15 ８月頃 ５月頃 120

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 120

第３欄 1 15 ８月頃 ５月頃 120

47 沖 縄 第１欄 2 30 ８月頃 ５月頃 200

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 200

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 200

第３欄 2 30 ８月頃 ５月頃 200

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 200

第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 200

【指定都市】

1 名古屋 養護一種 第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 60 可 近隣の都道府県 ホームページ

定員に余裕があれば可 特に指定していない 情報提供していない

否

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付及び
ホームページ

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付及び
ホームページ

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付及び
ホームページ

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

否

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

特に指定していない 通知文書送付

特に指定していない 通知文書送付及び
ホームページ

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

取得できる
免許状の種
類

免許法施行
規則第７条
との関係

単位数
（単位）

講習時間
（時間）

定員に余裕があれば可

盲一・二種

養護一・二
種

他県・市への
周知方法

一・二種

盲一・二種

定員に余裕があれば可

養護一・二
種

養護一・二
種

募集
定員
（人）

他県・市受講者受入可
否

聾一・二種

養護一・二
種

盲二種

養護一・二
種

養護一・二
種

養護二種

聾二種

養護一・二
種

養護一・二
種

定員に余裕があれば可 近隣の都道府県 通知文書送付

定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

期間
（○月頃等）

募集時期
（○月頃）

他県・市の受け入れ
の範囲



2 北九州 養護二種 第２欄 1 15 ８月頃 ５月頃 150 定員に余裕があれば可 特に指定していない 通知文書送付

福 岡 第１欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

第３欄 1 15 ８月頃 ６月頃 150

養護二種 第３欄 1 15 12～１月頃 10月頃 100 否

可 近隣の都道府県 通知文書送付3 盲・聾・養護
二種

＊ 指定都市教育委員会における認定講習の実施計画については、単独開催を予定している場合のみを掲載した。
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